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12条(3)-1 

 

1. 要求事項の整理 

「常陽」の炉心は、増殖炉心（以下「ＭＫ－Ⅰ炉心」という。）から照射用炉心（以下「ＭＫ－Ⅱ

炉心」という。）へ変更された後、更に変更を加え、熱出力を 140MW とした照射用炉心（以下「ＭＫ

－Ⅲ炉心」という。）に変更された。本申請では、更に変更を加え、熱出力を 100MW とした照射用炉

心（以下「ＭＫ－Ⅳ炉心」という。）を対象とする【「炉心の変更」に関する基本方針：第 12 条（安

全施設）に係る説明書（その 1：第 12 条第 1 項）別紙 1 参照】。試験炉設置許可基準規則第 12 条第

3～6項における要求事項等を第 1.1表に示す。 
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12条(3)-2 

 

 

第 1.1表（1/2） 試験炉設置許可基準規則第 12条第 3～6項における要求事項 

及び本申請における変更の有無 

 

要求事項 変更 

の有無 

３ 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全て

の環境条件において、その機能を発揮することができるものでなければならない。 

【解釈】 

・ 第３項に規定する「想定される全ての環境条件」とは、通常運転時、運転時

の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、その機能が期待されている

構築物、系統及び機器が、その間にさらされると考えられる全ての環境条件を

いう。 

 

有 

４ 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、

試験研究用等原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものでなければな

らない。 

【解釈】 

・ 第４項に規定する「試験研究用等原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査

ができる」とは、実系統を用いた試験又は検査が不適当な場合には、試験用の

バイパス系統を用いること等を許容することを意味する。 

・ 第４項に規定する「試験又は検査」については、次の各号によること。 

一 試験研究用等原子炉の運転中に待機状態にある安全施設は、運転中に

定期的に試験又は検査ができること。ただし、運転中の試験又は検査によ

って試験研究用等原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合は、この限りで

ない。また、多重性又は多様性を備えた系統及び機器にあっては、各々が

独立して試験又は検査ができること。 

二 運転中における安全保護回路の機能確認試験にあっては、その実施中

においても、その機能自体が維持されていると同時に、原子炉停止系統及

び非常用冷却設備等の不必要な動作が発生しないこと。 

三 試験研究用等原子炉の停止中に定期的に行う試験又は検査は、原子炉

等規制法関係法令に規定される試験又は検査を含む。 

 

有 
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12条(3)-3 

 

 

第 1.1表（2/2） 試験炉設置許可基準規則第 12条第 3～6項における要求事項 

及び本申請における変更の有無 

 

要求事項 変更 

の有無 

５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物に

より、安全性を損なわないものでなければならない。 

【解釈】 

・ 第５項に規定する「蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴

う飛散物」とは、蒸気タービン、高圧ガス等を内蔵する容器、弁及び配管の破

断、高速回転機器の破損、ガス爆発、重量機器の落下等によって発生する飛散

物をいう。なお、二次的飛散物、火災、化学反応、電気的損傷、配管の破損、

機器の故障等の二次的影響も考慮するものとする。 

 

有 

６ 安全施設は、二以上の試験研究用等原子炉施設と共用し、又は相互に接続する場

合には、試験研究用等原子炉施設の安全性を損なわないものでなければならない。 

【解釈】 

・ 第６項に規定する「共用」とは、２基以上の試験研究用等原子炉施設間で、

同一の構築物、系統又は機器を使用することをいう。 

・ 第６項に規定する「相互に接続」とは、２基以上の試験研究用等原子炉施設

間で、系統又は機器を結合することをいう。 

・ 第６項に規定する「試験研究用等原子炉施設の安全性を損なわないもの」と

は、共用によっても、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において

必要とされる安全機能が阻害されることがなく、試験研究用等原子炉施設の１

基において運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した状況下でも

他の試験研究用等原子炉施設の停止及び放射性物質の閉じ込めに影響を与え

ないこと、並びに共用される構築物、系統及び機器の想定される故障により同

時に２基以上の試験研究用等原子炉施設の事故をもたらさないことをいう。 

 

有 
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12条(3)-4 

 

2. 要求事項への適合性 

 2.1 安全設計の方針 

原子炉施設は、以下の基本的方針のもとに安全設計を行い、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律」等の関係法令の要求を満足するとともに、「設置許可基準規則」に適合する設

計とする。「常陽」における安全施設を第 2.1.1表に示す。 

 

（１）安全施設は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、その

機能が期待されているものについて、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想

定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができるように設計する。【安全

施設における環境条件の想定：別紙 1参照】 

（２）安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、適切な

方法により、原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるように設計する。なお、原

子炉の運転中に待機状態にある安全施設（運転中の試験又は検査によって原子炉の運転に大

きな影響を及ぼす場合を除く。）については、運転中に定期的に試験又は検査ができるものと

する。また、多重性又は多様性を備えた系統及び機器にあっては、各々が独立して試験又は

検査ができるものとする。さらに、運転中における安全保護回路の機能確認試験にあっては、

その実施中においても、その機能自体が維持されていると同時に、原子炉停止系統等の不必

要な動作が発生しないように設計する。【安全施設における試験又は検査：別紙 2参照】 

（３）安全施設は、機器又は配管の損壊に伴う飛散物が生じるおそれがある構築物、系統及び機

器に対して離隔距離又は障壁等を確保し、機器又は配管の損壊に伴う飛散物が生じた場合に

あっても、安全機能が損なわれないように配置する設計とする。【安全施設に対する飛散物の

考慮：別紙 3 参照】また、安全施設は、他の原子炉施設等と共用又は相互に接続しないこと

を基本とする。安全施設を他の原子炉施設等と共用又は相互に接続する場合にあっては、原

子炉施設の安全性を損なわないように設計する。【安全施設の共用又は相互接続：別紙 4参照】 

 

  

[5]



 

12条(3)-5 

 

第 2.1.1表(1) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＰＳ－１ 

 

その損傷又は故障によ

り発生する事象によっ

て燃料の多量の破損を

引き起こすおそれがあ

り、敷地外への著しい

放射性物質の放出のお

それのある構築物、系

統及び機器 

 

原子炉冷却材バウンダリ機能 ① 原子炉容器 

 １）本体 

② １次主冷却系、１次補

助冷却系及び１次ナトリ

ウム充填・ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウン

ダリに属する容器・配

管・ポンプ・弁（ただし、

計装等の小口径のもの

を除く。） 

 

炉心形状の維持機能 ① 炉心支持構造物 

 １）炉心支持板 

 ２）支持構造物 

② 炉心バレル構造物 

 １）バレル構造体 

③ 炉心構成要素 

 １）炉心燃料集合体 

 ２）照射燃料集合体 

 ３）内側反射体 

 ４）外側反射体（Ａ） 

 ５）材料照射用反射体 

 ６）遮へい集合体 

 ７）計測線付実験装置 

 ８）照射用実験装置 
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12条(3)-6 

 

第 2.1.1表(2) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系＊ 

ＭＳ－１ 

 

異常状態発生時

に、敷地周辺公衆

への過度の放射

線の影響を防止

する構築物、系統

及び機器 

 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

① 炉心支持構造物 

 １）炉心支持板 

 ２）支持構造物 

② 炉心バレル構造物 

 １）バレル構造体 

③ 炉心構成要素 

 １）炉心燃料集合体 

 ２）照射燃料集合体 

 ３）内側反射体 

 ４）外側反射体（Ａ） 

 ５）材料照射用反射体 

 ６）遮へい集合体 

 ７）計測線付実験装置 

 ８）照射用実験装置 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

① 原子炉容器 

 １）リークジャケット 

② １次主冷却系、１次補助冷却系

及び１次ナトリウム充填・ドレン系

のうち、原子炉冷却材バウンダリに

属する容器・配管・ポンプ・弁の配

管（外側）又はリークジャケット 

③ １次主冷却系 

 １）逆止弁 

④ １次補助冷却系 

 １）サイフォンブレーク弁 

⑤ １次予熱窒素ガス系 

 １）仕切弁 

① 関連するプロセス計装

（ナトリウム漏えい検出

器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

① １次主冷却系 

 １）１次主循環ポンプポニーモー

タ 

 ２）逆止弁 

② ２次主冷却系 

 １）主冷却機（主送風機を除く。） 

① 原子炉容器 

 １）本体 

② １次主冷却系、１次補

助冷却系及び１次ナトリ

ウム充填・ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウン

ダリに属する容器・配管・

ポンプ・弁（ただし、計装

等の小口径のものを除

く。） 

③ ２次主冷却系、２次補

助冷却系、２次ナトリウム

純化系及び２次ナトリウ

ム充填・ドレン系 

 １）冷却材バウンダリに

属する容器・配管・ポン

プ・弁（ただし、計装等の

小口径のものを除く。） 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに属する配

管・弁 

 

安全上必須なそ

の他の構築物、系

統及び機器 

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

① 原子炉保護系（スクラム） 

② 原子炉保護系（アイソレーショ

ン） 

① 関連する核計装 

② 関連するプロセス計装 

安全上特に重要な 

関連機能 

① 中央制御室 

② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ

－１に関連するもの） 

③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に

関連するもの） 

④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に

関連するもの） 

① 関連する補機冷却設備 

＊： 上記関連系は、当該系と同位の重要度を有するものとする。 
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12条(3)-7 

 

第 2.1.1表(3) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＰＳ－２ 

 

その損傷又は故障により

発生する事象によって、

燃料の多量の破損を直ち

に引き起こすおそれはな

いが、敷地外への過度の

放射性物質の放出のおそ

れのある構築物、系統及

び機器 

 

原子炉カバーガス等 

のバウンダリ機能 

① １次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスのバウンダ

リに属する容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口径のもの

を除く。） 

② 原子炉容器 

１）本体（原子炉冷却材バウンダ

リに属するもの及び計装等の

小口径のものを除く。） 

③ １次主冷却系 

１）原子炉カバーガスのバウンダ

リに属する容器・配管・弁（原

子炉冷却材バウンダリに属す

るもの及び計装等の小口径の

ものを除く。） 

④ １次オーバフロー系 

１）原子炉カバーガスのバウンダ

リに属する容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口径のもの

を除く。） 

⑤ １次ナトリウム充填・ドレン

系 

１）原子炉カバーガスのバウンダ

リに属する容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口径のもの

を除く。） 

⑥ 回転プラグ（ただし、計装等

の小口径のものを除く。） 

 

原子炉冷却材 

バウンダリに 

直接接続されていない 

ものであって、 

放射性物質を 

貯蔵する機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料

貯蔵設備 

１）貯蔵ラック 

２）水冷却池 

② 第一使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

１）貯蔵ラック 

２）水冷却池 

③ 第二使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

１）貯蔵ラック 

２）水冷却池 

④ 気体廃棄物処理設備 

１）アルゴン廃ガス処理系 

 

燃料を安全に 

取り扱う機能 

① 核燃料物質取扱設備  
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12条(3)-8 

 

第 2.1.1表(4) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＭＳ－２ 

 

ＰＳ－２の構築物、系統

及び機器の損傷又は故障

が及ぼす敷地周辺公衆へ

の放射線の影響を十分小

さくするようにする構築

物、系統及び機器 

 

燃料プール水 

の保持機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料

貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サ

イフォンブレーク弁 

② 第一使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サ

イフォンブレーク弁 

③ 第二使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サ

イフォンブレーク弁 

 

放射線の遮蔽 

及び放出低減機能 

 

① 外周コンクリート壁 

② アニュラス部排気系 

 １）アニュラス部排気系（アニ

ュラス部常用排気フィルタを

除く。） 

③ 非常用ガス処理装置 

④ 主排気筒 

⑤ 放射線低減効果の大きい遮

蔽（安全容器及び遮へいコンク

リート冷却系を含む。） 

 

異常状態への対応上特に

重要な構築物、系統及び

機器 

事故時のプラント状態

の把握機能 

① 事故時監視計器の一部  

安全上特に重要なその他

の構築物、系統及び機器 

安全上重要な関連機能 ① 非常用ディーゼル電源系（Ｍ

Ｓ－１に属するものを除く。） 

② 交流無停電電源系（ＭＳ－１

に属するものを除く。） 

③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１

に属するものを除く。） 
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12条(3)-9 

 

第 2.1.1表(5) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＰＳ－３ 

 

異常状態の起因事象

となるものであって

ＰＳ－１、ＰＳ－２以

外の構築物、系統及び

機器 

１次冷却材を 

内蔵する機能 

（ＰＳ－１以外のもの） 

① １次ナトリウム純化系のうち、

１次冷却材を内蔵しているか、又

は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・

弁（ただし、計装等の小口径のも

のを除く。） 

② １次オーバフロー系のうち、１

次冷却材を内蔵しているか、又は

内蔵し得る容器・配管・ポンプ・

弁（ただし、計装等の小口径のも

のを除く。） 

③ １次ナトリウム充填・ドレン系

のうち、１次冷却材を内蔵してい

るか、又は内蔵し得る容器・配管・

弁（ＰＳ－１に属するもの及び計

装等の小口径のものを除く。） 

 

２次冷却材を 

内蔵する機能 

（通常運転時の炉心の冷却 

に関連するもの） 

① ２次主冷却系、２次補助冷却

系、２次ナトリウム純化系及び２

次ナトリウム充填・ドレン系 

 １）冷却材バウンダリに属する容

器・配管・ポンプ・弁（ただし、

計装等の小口径のものを除く。） 

 

放射性物質 

の貯蔵機能 

① 液体廃棄物処理設備 

② 固体廃棄物貯蔵設備 

 

通常運転時の冷却材の 

循環機能 

① １次主冷却系 

 １）１次主循環ポンプ 

  ⅰ）１次主循環ポンプ本体（循

環機能） 

  ⅱ）主電動機 

② ２次主冷却系 

 １）２次主循環ポンプ 

  ⅰ）２次主循環ポンプ本体（循

環機能） 

  ⅱ）電動機 

 

通常運転時の 

最終ヒートシンクへの 

熱輸送機能 

① ２次主冷却系 

 １）主送風機 

  ⅰ）電動機 

  ⅱ）電磁ブレーキ 

 

電源供給機能 

（非常用を除く。） 

① 一般電源系（受電エリア）  

プラント 

計測・制御機能 

（安全保護機能を除く。） 

① 原子炉冷却材温度制御系（関連

するプロセス計装及び制御用圧縮

空気設備を含む。） 

 

原子炉冷却材中放射

性物質濃度を通常運

転に支障のない程度

に低く抑える構築

物、系統及び機器 

核分裂生成物の 

原子炉冷却材中への 

放散防止機能 

① 炉心構成要素 

 １）炉心燃料集合体 

  ⅰ）被覆管 

 ２）照射燃料集合体 

  ⅰ）被覆管 
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第 2.1.1表(6) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＭＳ－３ 

 

運転時の異常な過渡変化

があってもＭＳ－１、Ｍ

Ｓ－２とあいまって、事

象を緩和する構築物、系

統及び機器 

制御室外からの 

安全停止機能 

① 中央制御室外原子炉停止盤

（安全停止に関連するもの） 

 

燃料プール水 

の補給機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料

貯蔵設備 

 １）水冷却浄化設備（ＭＳ－２

に属するものを除く。） 

② 第一使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却浄化設備（ＭＳ－２

に属するものを除く。） 

③ 第二使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却浄化設備（ＭＳ－２

に属するものを除く。） 

 

出力上昇の抑制機能 ① インターロック系 

 １）制御棒引抜きインターロッ

ク系 

 

異常状態への対応上必要

な構築物、系統及び機器 

緊急時対策上 

重要なもの 

及び異常状態 

の把握機能 

① 事故時監視計器（ＭＳ－２に

属するものを除く。） 

② 放射線管理施設（ＭＳ－２に

属するものを除く。） 

③ 通信連絡設備 

④ 消火設備 

⑤ 安全避難通路 

⑥ 非常用照明 
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2.2 要求事項（試験炉設置許可基準規則第 12条第 3～6項）への適合性説明 

 

（安全施設） 

第十二条 （省略） 

２ （省略） 

３ 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条

件において、その機能を発揮することができるものでなければならない。 

４ 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、試験研究

用等原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものでなければならない。 

５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により、安全

性を損なわないものでなければならない。 

６ 安全施設は、二以上の試験研究用等原子炉施設と共用し、又は相互に接続する場合には、試

験研究用等原子炉施設の安全性を損なわないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 

３ について 

 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、その機能が期待されている

安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件（圧力、

温度、中性子照射量等）において、その機能を発揮することができるように設計する。 

 

４ について 

 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、適切な方法によ

り、原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるように設計する。なお、原子炉の運転中に待

機状態にある安全施設（運転中の試験又は検査によって原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を

除く。）については、運転中に定期的に試験又は検査ができるものとする。また、多重性又は多様性

を備えた系統及び機器にあっては、各々が独立して試験又は検査ができるものとする。さらに、運転

中における安全保護回路の機能確認試験にあっては、その実施中においても、その機能自体が維持さ

れていると同時に、原子炉停止系統等の不必要な動作が発生しないように設計する。 

 

５ について 

 安全施設は、機器又は配管の損壊に伴う飛散物が生じるおそれがある構築物、系統及び機器に対

して離隔距離又は障壁等を確保し、機器又は配管の損壊に伴う飛散物が生じた場合にあっても、安

全機能が損なわれないように配置する設計とする。また、蒸気タービン、高圧ガス等を内蔵する容

器、弁及び配管の破断、高速回転機器の破損、ガス爆発、重量機器の落下等によって発生する飛散

物については、二次的影響も考慮して、安全施設の安全機能を損なうおそれのある飛散物が発生す

る可能性を十分低く抑えることを、これらの機器の設計、製作、品質管理、運転管理において十分

に考慮する。ただし、原子炉施設は、試験研究用等原子炉施設に該当し、蒸気タービン、高圧ガス

等を内蔵する容器、弁及び配管、大型回転機器、可燃性ガスを有しない。また、ナトリウム冷却型
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高速炉であり、冷却材であるナトリウムの特性から原子炉冷却材バウンダリの圧力は低く、弁や配

管の破損に起因して飛散物が発生する可能性は十分に小さい。 

 

６ について 

 安全施設は、他の原子炉施設等と共用又は相互に接続しないことを基本とする。安全施設を他の原

子炉施設等と共用又は相互に接続する場合にあっては、原子炉施設の安全性を損なわないように設

計する。なお、液体廃棄物処理設備の一部は、大洗研究所（南地区）の核燃料物質使用施設等の一部

と共用するが、放射性液体廃棄物を受け入れ、処理するものであり、共用によって、原子炉施設の運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において必要とされる安全機能が阻害されることはな

い。また、放射線管理施設の一部（屋外管理用モニタリングポスト）及び通信連絡設備の一部につい

ても共用するが、事故時の監視や情報の発信に使用するものであり、共用によって、原子炉施設の運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において必要とされる安全機能が阻害されることはな

い。 
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安全施設における環境条件の想定 
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12条(3)-別紙 1-1 

安全施設の設計においては、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定さ

れる圧力、温度、中性子照射量等の環境条件を想定する。なお、炉心の変更に伴い、通常運転時の原

子炉熱出力：100MW、原子炉出口冷却材温度：約 456℃、原子炉入口冷却材温度：約 350℃としている

こと、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時における燃料最高温度、被覆管最高温度、冷却

材最高温度は、既許可に包絡されることから、原子炉冷却材バウンダリや原子炉格納容器バウンダリ

等の設計温度や圧力等の変更を必要とするものはなく、安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事

故に至るまでの間に想定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができる。 

 

【主要な環境条件の想定】 

 ＜温度＞ 

・ 原子炉容器／主中間熱交換器／１次主冷却系ホットレグ配管：550℃ 

・ １次主循環ポンプ／１次主冷却系コールドレグ配管    ：450℃ 

・ 主冷却器／２次主冷却系ホットレグ配管         ：520℃ 

・ ２次主循環ポンプ／２次主冷却系コールドレグ配管    ：400℃ 

・ 制御棒駆動系／後備炉停止制御棒駆動系：65℃（駆動部） 

130℃／550℃ 

（上部案内管回転プラグ上面エリア／下面エリア） 

650℃（ラッチ機構） 

500℃／550℃／650℃（下部案内管下部／中部／上部） 

・ 原子炉格納容器（鋼壁温度）     ：最高 150℃／最低-15℃ 

・ 燃料交換機／燃料出入機／トランスファーロータ：275℃／275℃／150℃ 

 ＜圧力＞ 

・ 原子炉容器     ：7.2kg／cm2[gage](約 0.706MPa[gage]) 

・ 主中間熱交換器   ：管側 5.0kg／cm2[gage](約 0.49MPa[gage]) 

胴側 1.0kg／cm2[gage](約 0.098MPa[gage]) 

・ １次主循環ポンプ  ：7.0kg／cm2[gage](約 0.686MPa[gage]) 

・ 主冷却器      ：3.0kg／cm2[gage](約 0.294MPa[gage]) 

・ ２次主循環ポンプ  ：5.0kg／cm2[gage](約 0.49MPa[gage]) 

・ 原子炉格納容器   ：内圧 1.35kg／cm2[gage]（約 0.13MPa[gage]） 

外圧 0.05kg／cm2[gage]（約 0.0049MPa[gage]） 

・ 燃料交換機     ：内圧 1.0kg／cm2[gage]（約 0.098MPa[gage]） 

外圧 1.0kg／cm2[gage]（約 0.098MPa[gage]） 

・ 燃料出入機     ：内圧 0.5kg／cm2[gage]（約 0.049MPa[gage]） 

外圧 1.0kg／cm2[gage]（約 0.098MPa[gage]） 

・ トランスファーロータ：内圧 1.35kg／cm2[gage]（約 0.13MPa[gage]） 

外圧 0.05kg／cm2[gage]（約 0.0049MPa[gage]） 

＜中性子照射量＞ 

・ 原子炉容器：1×1020n/cm2（E＞1MeV） ※ 設計寿命推定量：8.0×1018n/cm2（E＞1MeV） 

（3.48×1019n/cm2（E＞0.1MeV）に相当） 
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安全施設における試験又は検査 

 

 

 

 

[16]



 

12条(3)-別紙 2-1 
 

 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、適切な方法によ

り、原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるように設計する。ここでは、「実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」を参考に、以下の安全施設

を対象とした。これらの安全施設における試験又は検査の方法等を第 1表に示す。 

 

・ 原子炉冷却材バウンダリ機能（ＰＳ－１） 

・ 原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（ＭＳ－１） 

・ １次冷却材漏えい量の低減機能（ＭＳ－１） 

・ 原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１） 

・ 放射性物質の閉じ込め機能（ＭＳ－１） 

・ 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１） 

・ 安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１） 

・ 原子炉冷却材バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を貯蔵する機能

のうち、使用済燃料貯蔵設備に関するもの（ＰＳ－２） 

・ 燃料を安全に取り扱う機能（ＰＳ－２） 

・ 燃料プール水の保持機能（ＭＳ－２） 

・ 放射線の遮蔽及び放出低減機能（ＭＳ－２）の一部 
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第
1
表
 
安
全
施
設
に
お
け
る
試
験
又
は
検
査
（
1/
3）

 

 

機
能
 

構
築
物
、
系
統
又
は
機
器
 

特
記
す
べ
き
関
連
系
 

試
験
又
は
検
査
の
方
法
等
 

原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
機
能
 

（
Ｐ
Ｓ
－
１
）
 

①
 
原
子
炉
容
器
 

 
１
）
本
体
 

②
 
１
次
主
冷
却
系
、
１
次
補
助
冷
却
系
及

び
１
次
ナ
ト
リ
ウ
ム
充
填
・
ド
レ
ン
系
 

 
１
）
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す

る
容
器
・
配
管
・
ポ
ン
プ
・
弁
（
た
だ
し
、

計
装
等
の
小
口
径
の
も
の
を
除
く
。
）
 

 
・

 
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
検
出
器
の
作
動
が
な
い
こ
と
に
よ
り
、
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン

ダ
リ
の
健
全
性
を
確
認
。
 

・
 
検
査
孔
に
お
い
て
、
配
管
（
内
側
）
の
外
表
面
に
損
傷
や
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
が
な

い
こ
と
を
検
査
（
供
用
期
間
中
検
査
）。

 

・
 
供
用
期
間
中
検
査
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
関
係
法
令
に
規
定
さ
れ
る
試
験
又
は
検
査

（
施
設
定
期
自
主
検
査
）
に
該
当
。
 

原
子
炉
の
緊
急
停
止
 

及
び
未
臨
界
維
持
機
能
 

（
Ｍ
Ｓ
－
１
）
 

①
 
制
御
棒
 

②
 
制
御
棒
駆
動
系
 

 
１
）
駆
動
機
構
 

 
２
）
上
部
案
内
管
 

 
３
）
下
部
案
内
管
 

③
 
後
備
炉
停
止
制
御
棒
 

④
 
後
備
炉
停
止
制
御
棒
駆
動
系
 

 
１
）
駆
動
機
構
 

 
２
）
上
部
案
内
管
 

 
３
）
下
部
案
内
管
 

①
 
炉
心
支
持
構
造
物
 

 
１
）
炉
心
支
持
板
 

 
２
）
支
持
構
造
物
 

②
 
炉
心
バ
レ
ル
構
造
物
 

 
１
）
バ
レ
ル
構
造
体
 

③
 
炉
心
構
成
要
素
 

 
１
）
炉
心
燃
料
集
合
体
 

 
２
）
照
射
燃
料
集
合
体
 

 
３
）
内
側
反
射
体
 

 
４
）
外
側
反
射
体
（
Ａ
）
 

 
５
）
材
料
照
射
用
反
射
体
 

 
６
）
遮
へ
い
集
合
体
 

 
７
）
計
測
線
付
実
験
装
置
 

 
８
）
照
射
用
実
験
装
置
 

・
 
原
子
炉
起
動
前
に
ス
ク
ラ
ム
検
査
、
作
動
検
査
、
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
検
査
を
実
施
。

多
重
化
し
た
系
統
及
び
機
器
に
あ
っ
て
は
、
各
々
が
独
立
し
て
試
験
又
は
検
査
が
可
能
。
 

・
 
出
力
運
転
に
先
立
ち
、
過
剰
反
応
度
検
査
、
反
応
度
抑
制
効
果
検
査
、
最
大
反
応
度

付
加
率
検
査
、
原
子
炉
停
止
余
裕
検
査
を
実
施
。
 

・
 
上
記
検
査
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
関
係
法
令
に
規
定
さ
れ
る
試
験
又
は
検
査
（
施
設

定
期
検
査
又
は
施
設
定
期
自
主
検
査
）
に
該
当
。
 

１
次
冷
却
材
漏
え
い
量
 

の
低
減
機
能
 

（
Ｍ
Ｓ
－
１
）
 

①
 
原
子
炉
容
器
 

 
１
）
リ
ー
ク
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
 

②
 
１
次
主
冷
却
系
、
１
次
補
助
冷
却
系
及

び
１
次
ナ
ト
リ
ウ
ム
充
填
・
ド
レ
ン
系
の
う

ち
、
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る

容
器
・
配
管
・
ポ
ン
プ
・
弁
の
配
管
（
外
側
）

又
は
リ
ー
ク
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
 

③
 
１
次
主
冷
却
系
 

 
１
）
逆
止
弁
 

④
 
１
次
補
助
冷
却
系
 

 
１
）
サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
ー
ク
弁
 

⑤
 
１
次
予
熱
窒
素
ガ
ス
系
 

 
１
）
仕
切
弁
 

①
 
関
連
す
る
プ
ロ
セ
ス
計
装
（
ナ
ト
リ
ウ
ム

漏
え
い
検
出
器
）
 

・
 
原
子
炉
起
動
前
に
弁
の
作
動
検
査
を
実
施
。
 

 ・
 
原
子
炉
起
動
前
に
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
検
出
器
に
つ
い
て
、
検
出
回
路
の
動
作
や

検
出
器
の
断
線
有
無
を
確
認
。
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12条(3)-別紙 2-3 

 

第
1
表
 
安
全
施
設
に
お
け
る
試
験
又
は
検
査
（
2/
3）

 

 

機
能
 

構
築
物
、
系
統
又
は
機
器
 

特
記
す
べ
き
関
連
系
 

試
験
又
は
検
査
 

原
子
炉
停
止
後
 

の
除
熱
機
能
 

（
Ｍ
Ｓ
－
１
）
 

①
 
１
次
主
冷
却
系
 

 
１
）
１
次
主
循
環
ポ
ン
プ
ポ
ニ
ー
モ
ー
タ
 

 
２
）
逆
止
弁
 

②
 
２
次
主
冷
却
系
 

 
１
）
主
冷
却
機
（
主
送
風
機
を
除
く
。
）
 

①
 
原
子
炉
容
器
 

 
１
）
本
体
 

②
 
１
次
主
冷
却
系
、
１
次
補
助
冷
却
系
及
び

１
次
ナ
ト
リ
ウ
ム
充
填
・
ド
レ
ン
系
 

 
１
）
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る

容
器
・
配
管
・
ポ
ン
プ
・
弁
（
た
だ
し
、
計

装
等
の
小
口
径
の
も
の
を
除
く
。
）
 

③
 
２
次
主
冷
却
系
、
２
次
補
助
冷
却
系
、
２

次
ナ
ト
リ
ウ
ム
純
化
系
及
び
２
次
ナ
ト
リ
ウ

ム
充
填
・
ド
レ
ン
系
 

 
１
）
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る
容
器
・

配
管
・
ポ
ン
プ
・
弁
（
た
だ
し
、
計
装
等
の

小
口
径
の
も
の
を
除
く
。
）
 

・
 
原
子
炉
起
動
前
に
１
次
主
循
環
ポ
ン
プ
ポ
ニ
ー
モ
ー
タ
の
作
動
検
査
及
び
性
能
検
査

を
実
施
。
多
重
化
し
た
系
統
及
び
機
器
に
あ
っ
て
は
、
各
々
が
独
立
し
て
試
験
又
は
検
査

が
可
能
。
 

・
 
原
子
炉
起
動
前
に
主
冷
却
機
イ
ン
レ
ッ
ト
ベ
ー
ン
・
ダ
ン
パ
の
作
動
検
査
を
実
施
。
 

・
 
上
記
検
査
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
関
係
法
令
に
規
定
さ
れ
る
試
験
又
は
検
査
（
施
設

定
期
検
査
又
は
施
設
定
期
自
主
検
査
）
に
該
当
。
 

 ・
 
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
及
び
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
健
全
性
は
、
ナ
ト
リ
ウ
ム

漏
え
い
検
出
器
の
作
動
が
な
い
こ
と
に
よ
り
確
認
。
 

 

放
射
性
物
質
 

の
閉
じ
込
め
機
能
 

（
Ｍ
Ｓ
－
１
）
 

①
 
格
納
容
器
 

②
 

格
納
容
器

バ
ウ
ン
ダ

リ
に
属
す
る

配

管
・
弁
 

 
・

 
原
子
炉
起
動
前
に
格
納
容
器
隔
離
弁
の
作
動
検
査
を
実
施
。
 

・
 
定
期
的
に
、
格
納
容
器
全
体
の
漏
え
い
率
検
査
を
実
施
。
 

・
 
隔
離
弁
や
貫
通
部
に
つ
い
て
、
漏
え
い
検
査
を
実
施
。
多
重
化
し
た
系
統
及
び
機
器

に
あ
っ
て
は
、
各
々
が
独
立
し
て
試
験
又
は
検
査
が
可
能
。
 

・
 
上
記
検
査
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
関
係
法
令
に
規
定
さ
れ
る
試
験
又
は
検
査
（
施
設

定
期
検
査
又
は
施
設
定
期
自
主
検
査
）
に
該
当
。
 

工
学
的
安
全
施
設
 

及
び
原
子
炉
停
止
系
へ
の
 

作
動
信
号
の
発
生
機
能
 

（
Ｍ
Ｓ
－
１
）
 

①
 
原
子
炉
保
護
系
（
ス
ク
ラ
ム
）
 

②
 
原
子
炉
保
護
系
（
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
） 

①
 
関
連
す
る
核
計
装
 

②
 
関
連
す
る
プ
ロ
セ
ス
計
装
 

 

・
 
原
子
炉
起
動
前
に
設
定
値
確
認
検
査
及
び
作
動
検
査
を
実
施
。
多
重
化
し
た
系
統
及

び
機
器
に
あ
っ
て
は
、
各
々
が
独
立
し
て
試
験
又
は
検
査
が
可
能
。
 

・
 
上
記
検
査
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
関
係
法
令
に
規
定
さ
れ
る
試
験
又
は
検
査
（
施
設

定
期
検
査
又
は
施
設
定
期
自
主
検
査
）
に
該
当
。
 

・
 
信
号
バ
イ
パ
ス
ス
イ
ッ
チ
を
設
け
、
原
子
炉
運
転
中
に
あ
っ
て
も
、
緊
急
遮
断
の
た

め
の
性
能
検
査
と
し
て
、
原
子
炉
保
護
系
の
動
作
要
素
の
設
定
値
の
確
認
を
実
施
で
き
る

よ
う
に
措
置
（
１
次
主
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
、
２
次
主
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
、
外
部

電
源
喪
失
を
除
く
。）
。
 

安
全
上
特
に
重
要
な
 

関
連
機
能
 

（
Ｍ
Ｓ
－
１
）
 

①
 
中
央
制
御
室
 

②
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－

１
に
関
連
す
る
も
の
）
 

③
 
交
流
無
停
電
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
関

連
す
る
も
の
）
 

④
 
直
流
無
停
電
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
関

連
す
る
も
の
）
 

①
 

関
連
す
る
補
機
冷
却
設
備
 

 

・
 
原
子
炉
起
動
前
に
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
作
動
検
査
、
蓄
電
池
の
作
動
検
査
及
び
外

観
検
査
を
実
施
。
多
重
化
し
た
系
統
及
び
機
器
に
あ
っ
て
は
、
各
々
が
独
立
し
て
試
験
又

は
検
査
が
可
能
。
 

・
 
上
記
検
査
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
関
係
法
令
に
規
定
さ
れ
る
試
験
又
は
検
査
（
施
設

定
期
検
査
又
は
施
設
定
期
自
主
検
査
）
に
該
当
。
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12条(3)-別紙 2-4 

    

第
1
表
 
安
全
施
設
に
お
け
る
試
験
又
は
検
査
（
3/
3）

 

 

機
能
 

構
築
物
、
系
統
又
は
機
器
 

特
記
す
べ
き
 

関
連
系
 

試
験
又
は
検
査
 

原
子
炉
冷
却
材
 

バ
ウ
ン
ダ
リ
に
 

直
接
接
続
さ
れ
て
い
な
い
 

も
の
で
あ
っ
て
、
 

放
射
性
物
質
を
 

貯
蔵
す
る
機
能
の
う
ち
、
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
に
関
す
る
も
の
 

（
Ｐ
Ｓ
－
２
）
 

①
 
原
子
炉
附
属
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
 

１
）
貯
蔵
ラ
ッ
ク
 

２
）
水
冷
却
池
 

②
 
第
一
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
 

１
）
貯
蔵
ラ
ッ
ク
 

２
）
水
冷
却
池
 

③
 
第
二
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
 

１
）
貯
蔵
ラ
ッ
ク
 

２
）
水
冷
却
池
 

 
・

 
水
冷
却
池
及
び
貯
蔵
ラ
ッ
ク
の
外
観
検
査
を
実
施
。
 

・
 
上
記
検
査
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
関
係
法
令
に
規
定
さ
れ
る
試
験
又
は
検
査
（
施
設

定
期
検
査
又
は
施
設
定
期
自
主
検
査
）
に
該
当
。
 

燃
料
を
安
全
に
 

取
り
扱
う
機
能
 

（
Ｐ
Ｓ
－
２
）
 

①
 
核
燃
料
物
質
取
扱
設
備
 

 
・

 
燃
料
取
扱
用
キ
ャ
ス
ク
カ
ー
及
び
燃
料
洗
浄
設
備
に
お
け
る
冷
却
能
力
確
認
検
査
、

回
転
プ
ラ
グ
や
燃
料
交
換
機
、
燃
料
出
入
機
等
の
作
動
検
査
を
実
施
。
 

・
 
上
記
検
査
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
関
係
法
令
に
規
定
さ
れ
る
試
験
又
は
検
査
（
施
設

定
期
検
査
又
は
施
設
定
期
自
主
検
査
）
に
該
当
。
 

燃
料
プ
ー
ル
水
 

の
保
持
機
能
 

（
Ｍ
Ｓ
－
２
）
 

①
 
原
子
炉
附
属
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
 

 
１
）
水
冷
却
池
 

 
２
）
水
冷
却
浄
化
設
備
の
う
ち
、
サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
ー
ク
弁
 

②
 
第
一
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
 

 
１
）
水
冷
却
池
 

 
２
）
水
冷
却
浄
化
設
備
の
う
ち
、
サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
ー
ク
弁
 

③
 
第
二
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
 

 
１
）
水
冷
却
池
 

 
２
）
水
冷
却
浄
化
設
備
の
う
ち
、
サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
ー
ク
弁
 

 
・

 
水
冷
却
池
の
外
観
検
査
を
実
施
。
 

・
 
上
記
検
査
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
関
係
法
令
に
規
定
さ
れ
る
試
験
又
は
検
査
（
施
設

定
期
検
査
又
は
施
設
定
期
自
主
検
査
）
に
該
当
。
 

 ・
 
サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
ー
ク
弁
の
作
動
検
査
を
実
施
。
 

  

放
射
線
の
遮
蔽
 

及
び
放
出
低
減
機
能
 

（
Ｍ
Ｓ
－
２
）
 

の
一
部
 

①
 
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
排
気
系
 

 
１
）
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
排
気
系
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
常
用
排
気
フ

ィ
ル
タ
を
除
く
。
）
 

②
 
非
常
用
ガ
ス
処
理
装
置
 

 
・

 
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
排
気
系
の
圧
力
確
認
検
査
を
実
施
。
 

・
 
非
常
用
ガ
ス
処
理
装
置
の
作
動
検
査
及
び
捕
集
効
率
検
査
を
実
施
。
 

・
 
上
記
検
査
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
関
係
法
令
に
規
定
さ
れ
る
試
験
又
は
検
査
（
施
設

定
期
検
査
又
は
施
設
定
期
自
主
検
査
）
に
該
当
。
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12条(3)-別紙 2-5 

参
考
：

 
「
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解
釈
」
に
お
い
て
、
そ
の
健
全
性
及
び
能
力
を
確
認
す
る
た
め
、
発

電
用
原
子
炉
の
運
転
中
又
は
停
止
中
に
試
験
又
は
検
査
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
安
全
施
設
と
要
求
事
項

 

 

構
築
物
、
系
統
及
び
機
器

 
要
求
事
項
 

該
当
す
る
「
常
陽
」
の
安
全
施
設

 

反
応
度
制
御
系
及
び
原
子
炉
停
止
系

 
・
 
試
験
の
で
き
る
設
計
で
あ
る
こ
と

 
原
子
炉
の
緊
急
停
止
及
び
未
臨
界
維
持
機
能
（
Ｍ
Ｓ
－
１
）
 

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

 
・
 
原
子
炉
の
供
用
期
間
中
に
試
験
及
び
検
査
が
で
き
る
設
計
で
あ
る
こ
と

 
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
機
能
（
Ｐ
Ｓ
－
１
）
 

１
次
冷
却
材
漏
え
い
量
の
低
減
機
能
（
Ｍ
Ｓ
－
１
）

 

残
留
熱
を
除
去
す
る
系
統

 
・
 
試
験
の
で
き
る
設
計
で
あ
る
こ
と

 
原
子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能
（
Ｍ
Ｓ
－
１
）

 

非
常
用
炉
心
冷
却
系

 
・
 
定
期
的
に
試
験
及
び
検
査
で
き
る
と
と
も
に
、
そ
の
健
全
性
及
び
多
重
性
の
維
持
を
確
認
す

る
た
め
、
独
立
に
各
系
の
試
験
及
び
検
査
が
で
き
る
設
計
で
あ
る
こ
と

 
－
（
該
当
な
し
）
 

最
終
的
な
熱
の
逃
が
し
場

 

へ
熱
を
輸
送
す
る
系
統

 
・
 
試
験
の
で
き
る
設
計
で
あ
る
こ
と

 
原
子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能
（
Ｍ
Ｓ
－
１
）

 

原
子
炉
格
納
容
器
 

・
 
定
期
的
に
、
所
定
の
圧
力
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
全
体
の
漏
え
い
率
測
定
が
で
き
る
設
計

で
あ
る
こ
と
 

・
 
電
線
、
配
管
等
の
貫
通
部
及
び
出
入
口
の
重
要
な
部
分
の
漏
え
い
試
験
が
で
き
る
こ
と

 

放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
（
Ｍ
Ｓ
－
１
）

 

隔
離
弁
 

・
 
隔
離
弁
は
、
定
期
的
な
動
作
試
験
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
重
要
な
弁
に
つ
い
て
は
、
漏
え

い
試
験
が
で
き
る
こ
と

 
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
（
Ｍ
Ｓ
－
１
）

 

原
子
炉
格
納
容
器
熱
除
去
系

 
・
 
試
験
の
で
き
る
設
計
で
あ
る
こ
と

 
－
（
該
当
な
し
）
 

原
子
炉
格
納
施
設
雰
囲
気

 

を
制
御
す
る
系
統
 

・
 
試
験
の
で
き
る
設
計
で
あ
る
こ
と

 
放
射
線
の
遮
蔽
及
び
放
出
低
減
機
能
（
Ｍ
Ｓ
－
２
）
の
一
部
 

安
全
保
護
系
 

・
 
原
則
と
し
て
原
子
炉
の
運
転
中
に
、
定
期
的
に
試
験
が
で
き
る
と
と
も
に
、
そ
の
健
全
性
及

び
多
重
性
の
維
持
を
確
認
す
る
た
め
、
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
独
立
に
試
験
で
き
る
設
計
で
あ
る
こ

と
 

工
学
的
安
全
施
設
及
び
原
子
炉
停
止
系
へ
の
作
動
信
号
の
発
生
機

能
（
Ｍ
Ｓ
－
１
）
 

電
気
系
統
 

・
 
重
要
度
の
高
い
安
全
機
能
に
関
連
す
る
電
気
系
統
は
、
系
統
の
重
要
な
部
分
の
適
切
な
定
期

的
試
験
及
び
検
査
が
可
能
な
設
計
で
あ
る
こ
と

 
安
全
上
特
に
重
要
な
関
連
機
能
（
Ｍ
Ｓ
－
１
）

 

燃
料
の
貯
蔵
設
備
及
び
取
扱
設
備

 
・
 
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
は
、
適
切
な
定
期
的
試
験
及
び
検
査
が
で
き

る
こ
と
 

原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
直
接
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で

あ
っ
て
、
放
射
性
物
質
を
貯
蔵
す
る
機
能
の
う
ち
、
使
用
済
燃
料

貯
蔵
設
備
に
関
す
る
も
の
（
Ｐ
Ｓ
－
２
）

 

燃
料
を
安
全
に
取
り
扱
う
機
能
（
Ｐ
Ｓ
－
２
）

 

燃
料
プ
ー
ル
水
の
保
持
機
能
（
Ｍ
Ｓ
－
２
）
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別紙 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全施設に対する飛散物の考慮 
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12条(3)-別紙 3-1 
 

試験研究用等原子炉施設である「常陽」では、蒸気タービン、高圧ガス等を内蔵する容器、弁及び

配管、大型回転機器、可燃性ガスを有しない。また、重量機器の落下については、二次的影響も考慮

して、安全施設の安全機能を損なうおそれのある飛散物が発生する可能性を十分低く抑えることを、

これらの機器の設計、製作、品質管理、運転管理において十分に考慮する。また、「常陽」はナトリ

ウム冷却型高速炉であり、冷却材であるナトリウムの特性から原子炉冷却材バウンダリの圧力は低く、

原子炉冷却材バウンダリを構成する弁や配管の破損に起因して飛散物が発生する可能性は十分に小

さい。 

「常陽」では、安全施設について、機器又は配管の損壊に伴う飛散物が生じるおそれがある構築物、

系統及び機器に対して離隔距離又は障壁等を確保し、機器又は配管の損壊に伴う飛散物が生じた場合

にあっても、安全機能が損なわれないように配置する設計とすることを基本方針とするが、上記のと

おり、具体的に対象とする構築物、系統及び機器を有しない。 

 

 

 

参考：発電用原子炉施設において想定されている飛散物 

 

【高速回転機器の破損による飛散物】 

タービン・発電機等の大型回転機器を対象とし、飛散物が発生する可能性を抑止。また、万

一のタービンの破損を想定し、タービン羽、Ｔ－Ｇカップリング、タービン・ディスク、高圧

タービン・ロータ等の飛散物によって、安全施設の機能が損なわれる可能性を抑止。 

【内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する弁の破損、配管の破断】 

高温高圧の流体を内包する１次冷却材管及び主蒸気・主給水管を対象とし、飛散物が発生す

る可能性を抑止。また、配管について、仮想的な破断を想定し、その結果として生じるかもし

れない配管のむち打ち等により、安全施設の機能が損なわれることがないように配置上の考慮

を実施するとともに、必要に応じて、配管ホイップレストレイントを設け、その影響を低減。 
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別紙 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全施設の共用又は相互接続 
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12条(3)-別紙 4-1 

 

「常陽」では、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」を参考

とし、重要安全施設については、他の原子炉施設等と共用又は相互に接続しないものとする。 

安全施設（重要安全施設以外）についても、他の原子炉施設等と共用又は相互に接続しないことを

基本とするが、以下については、他の原子炉施設等と共用又は相互に接続するものとしている。 

 

・ 放射性物質の貯蔵機能のうち、液体廃棄物処理設備の一部（廃棄物処理建物及び当該建物内液

体廃棄物処理設備）について、大洗研究所（南地区）の核燃料物質使用施設等の一部と共用する

が、放射性液体廃棄物を受け入れ、処理するものであり、共用によって、原子炉施設の運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時において必要とされる安全機能が阻害されることはない。 

 

・ 緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能のうち、放射線管理施設の一部（屋外管理用

モニタリングポスト）について、大洗研究所で共用するが、周辺監視区域の境界付近における放

射線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を

取得して発信・共有するものであり、共用によって、原子炉施設の運転時の異常な過渡変化時及

び設計基準事故時において必要とされる安全機能が阻害されることはない。 

 

・ 緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能のうち、通信連絡設備の一部について、大洗

研究所で共用するが、敷地内にいる従業員及び見学者等を含めた全ての人に対し、過度の放射線

被ばくを防止するという観点から行う事象の発生の連絡や避難指示等の必要な指示を行うための

設備として、また、設計基準事故が発生した場合において、原子炉施設外の通信連絡をする必要

がある場所との通信回線として使用するものであり、共用によって、原子炉施設の運転時の異常

な過渡変化時及び設計基準事故時において必要とされる安全機能が阻害されることはない。 
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